
 

第１回開業セミナー参加者による  

   

 

 

開業から現在の取り組み紹介      

 

 

 

 

第６支部 須釜 豊  



自己紹介 

                                  

昭和５３年に同志社大学商学部を卒業 

京都市役所に勤務 

定年退職までの３８年間、 

経済局（産業観光局）、職員局（職員の福利厚生）、環境局（まち美化事務所）など 

事業者の方にかかわる分野 

高齢者福祉・介護保険・国民健康保険・市民税・戸籍住民票など 

市民生活に関わる身近な分野の業務を担当 

退職後は、向島にある城南保育園で園長職 

登 録  ２０２３年（令和５年）１月１５日 

資 格  行政書士法第２条第６号 （地方公共団体の公務員） 



開業に至る経過 

 

動 機    

1. 専門知識の活用 

公務員としての経験や知識を活かして、 

行政手続きに関する専門家として活動したい。 

2. 社会貢献への意欲 

社会のさまざまな方々に対して、行政手続きの支援を通じて貢献したい。 

3. 収入源の確保 

退職後の安定した収入源として、行政書士の仕事を選択。 

  

 



第１回開業セミナー参加 （令和５年８月１９日開催） 

  開業セミナーからの学び 

  ・自分の強みは何か？ 

    ⇒要領や手引書をポイントを押さえて、素早く読み込むことができる。  

・自分の培ってきた経験を最大限に利用する？ 

    ⇒公務員として勤務してきた経験から、許認可申請を審査する側の 

気持ちが理解できる。 

  ・世間を意識して業務をする？ 

    ⇒国の経済対策（物価高騰・賃上げ）、インバウンド需要の回復 

  ・宣伝広告は継続すること？ 

    ⇒定期的な情報発信（ホームページなど） 

     



開業時の準備 

・開業届提出（税務署） 

  メリット 

   青色申告で最大６５万円の控除が受けられる（兼業の場合：副業規定に注意） 

   個人事業主としての証明になる（補助金申請など） 

・ホームページ開設 

  WEB上の名刺代わり・宣伝広告のツール 

・会計ソフト導入（オンライン） 

  売上の管理（見積→請求→領収） 

  収支状況の確認（総勘定元帳：売上など） 

  経費節減  

 



開業後の取り組み  集客方法 

① 戸別訪問（店舗） 

② ポスティング（近隣地域） 

③ 地域情報誌への折込 

④ 新聞への折込 

⑤ セミナー開催（６回開催） 

⑥ 企業団体への加入（商工会議所など） 

⑦ 名刺交換 

⑧ 知人関係 

⑨ 地域活動（実年会） 

⑩ ホームページ（ブログ） 

⑪ 士業向け集客サイトへの登録 



戸別訪問 

  地域の店舗 ３０件程度訪問 ５件契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポスティング 

 小学校区 3,000枚  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ポスティング 3,000枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



地域情報誌折込 5,000枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新聞折込（近隣地域：14,600部：朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,日経新聞,京都新聞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新聞折込（開催地周辺：10,950部：京都新聞）         13名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新聞折込（開催地周辺：16,600部：朝日新聞,読売新聞,京都新聞)  8名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



新聞折込（大手筋周辺：15,000部：朝日新聞,読売新聞,日経新聞） 3社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



企業団体への加入 

 交流会への参加  30人程度  

    1分スピーチ    

    名刺交換 

    交換した方へのメール 

 定期セミナーへの参加 

    名刺交換 

    交換した方へのメール 

 

  京都市物価高騰対策支援金（令和 5年 3月 10日まで） 

  小規模事業者持続化補助金（年に３～4回程度実施） 

    補助金 50万円～２５０万円（補助率 2/3）  



ホームページのブログを読んだ方 

 ブログ内容に共感して、依頼 

    

士業向け集客サイトから 

  4～5件メールでの問い合わせ→返信したがあとは回答なし 

  1件電話での問い合わせ→成立 

 

その他のきっかけ 

① 知人からの依頼 

② 名刺交換 

③ 顧客からの紹介 

 



1年間の実績 

① 物価高騰支援金 9件                戸別訪問・企業団体への加入 

② 小規模事業者持続化補助金 ８件         企業団体への加入・セミナー 

③ 古物商許可 2件                   知人の紹介 

④ 遺産分割協議書作成 2件             セミナー 

⑤ 福祉運送事業経営許可（介護タクシー） 1件  ホームページ（ブログ） 

⑥ 在留申請：更新（経営・管理） 1件         名刺交換 

⑦ 農地法第 3条許可（農地の売買） 1件      集客サイト 

⑧ 事実証明 3件 

⑨ 相談料 1件 

⑩ 司法書士への依頼 2件（法人の定款変更・不動産登記） 

 



実務の研鑽 

① 許認可業務 

 官庁署のホームページで手引書や記載例がアップされている 

 （注：地域によって、提出書類が異なる場合がある） 

・古物商許可 

・福祉運送事業経営許可（介護タクシー） 

  

② 許認可業務 

 市町村から提出書類を受領する 

  ・農地法第 3条許可（農地の売買） 

 

 



③ 在留申請（経営・管理）： 

 書籍（入門書・実務事例集など） 

 研修会（会が主催）への参加 

 ホームページから類似事例を検索 

 オンライン申請の利用      

④ 遺産分割協議書作成 

無料相談会（各支部主催）への参加：実際例の収集 

書籍（入門書・実務事例集など） 

研修会（会が主催）への参加 

ホームページからひな形（テンプレート）を検索 

 

 



⑤ 小規模事業者持続化補助金 

 補助金のホームページから 

ガイドブック、公募要領、申請書記載例の読み込み 

     審査官の読みやすい形式（グラフ・表・写真） 

     第 11回 

 2023年 2月 20日締切 

 2023年 4月 27日採択発表 

 応募 11,030  採択 6,498 採択率 58.9% 

 

     

     注意点：提出後は採択まで事務局からの連絡（問い合わせ）は無い 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



業務上必要と思われる「WEBサイト」 

 ・登記情報提供サービス 

    不動産登記、商業登記の検索が可能 

      登記所が保有する登記情報をインターネットを通じてパソコン等の画面上で 

確認できる有料サービスです。 

 ・登記・供託オンライン申請システム 

    登記事項証明書の請求、郵送での受領が可能   

      登記所等の窓口に出向くことなく、自宅やオフィスなどからインターネット 

による申請・請求が可能 

・法人番号検索サイト 

    法人名・住所が検索できる 

 



 ・Gビズ IDの登録 

    複数の行政サービスを利用することができます。  

補助金などの申請、 

社会保険の手続き、 

飲食店の営業許可申請などが、 

インターネットからできる 

    ※代行申請はできません。申請者の IDからの入力 

 ・在留申請のオンライン 

    窓口へ出向く必要がない 

    24時間３６５日対応 

    在留カードの郵送での受取可能 

    取次申請可能 



具体的な事例：Q 

 Q：外国籍（経営・管理）、京都でレンタル店を開業 

   有効期間（２０２３年１１月） 

 きっかけ    ジモティーで不用品を無償で譲渡⇒名刺を渡す 

  

 サポート内容（この時点で完了していたもの「株式会社設立」「開業届」）        

① 定款変更 目的に「レンタル業」を追加：在留申請 

② 古物商許可申請：在留申請 

③ 本店住所変更（大阪から京都） 

④ 税理士の紹介 

⑤ 税務署・府・市への法人税届出：在留申請 

⑥ 法人口座開設（ネット銀行） 



⑦ Qの住所変更  

⑧ 令和４年分の所得申告（Q自身）：在留申請 

⑨ 古物商変更届（本店・代表）：在留申請 

⑩ 社会保険適用届（Qの保険：株式会社）：在留申請 

⑪ 労働保険成立届（アルバイト）：在留申請 

⑫ 在留更新申請（経営・管理）：オンライン申請 

⑬ 法人口座申請（信用金庫）：不調 

⑭ マイナンバーカード申請 

⑮ 小規模事業者持続化補助金申請 

⑯ 社会保険取得届（従業員採用） 

⑰ 雇用保険事業所設置届（従業員採用） 

⑱ IT補助金申請（会計システム） 



⑲ エアペイ申請 

⑳ 在留更新申請（従業員）：現在進行中 

   

 

 

  以上の業務を通じて 

    ・単なる申請手続きするだけでなく、法令や制度を熟知していない方に 

アドバイスや支援を行うことが重要       

     

 

 

 



この 1年間での学び 

 得意とする分野に、特化する。 

  「補助金」と「入管業務」 

 

 今後の方向（顧客獲得のために） 

① 業務特化型のホームページの作成 

② マーケティング（顧客は何を望んでいるか） 

  ペルソナマーケティング 

ユーザー像としてペルソナを具体的に描き、ユーザーの思考や行動傾向 

を分析し、施策を最適化するマーケティング手法 

 

安心感を与える信頼（顧客に伴走した対応） 



ご清聴、誠にありがとうございました。 

 

私自身の開業 1年目は、挑戦と発見の連続でした。 

私の１年間の取り組みの報告が、皆様の今後の活動の少しでも助けになれば幸いです。 

 

今後皆様が 

① やりたい業務 

② 出来る業務 

③ 顧客からの依頼 

    この３つの項目の重なりが最大となる業務を目指されることを望みます。 

 

ありがとうございました。 


